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この「企画コンペ審査要領」（以下「審査要領」という。）は、岩手県が実施する「令和

８年度脱炭素化行動変容促進モデル構築・実装事業実施業務」（以下「本業務」という。）

に係る受託候補者を選定するために行う業務提案の審査について、必要な事項を定めるもの

である。 

１ 審査機関                                    

(１) 本業務に係る企画コンペの審査は、令和８年度脱炭素化行動変容促進モデル構築・

実装事業実施業務企画コンペ審査会（以下「審査会」という。）等において実施する

ものとする。 

(２) 審査会は、企画コンペ参加者（以下「参加者」という。）から提出された業務提案

書等について、審査要領に基づき、審査を行うものとする。 

２ 審査会（ヒアリング）の開催期日及び場所                      

(１) 審査会（ヒアリング）の開催期日 令和８年６月上旬中旬予定 

(２) 開催場所 盛岡市内 

※ ヒアリングの開始時間及び開催場所については、別途通知する。 

※ ヒアリングの時間は、一者当たり25分間(説明15分/質疑応答10分)とする。  

３ 審査方法                                    

(１)  参加者が５者を超える場合には、環境生活企画室が、業務提案書等のみによる審査

（以下「一次審査」という。）を実施し、上位と評価された５者により審査会（ヒア

リング）を行う。なお、一次審査結果については別途通知する。 

(２)  審査会は、参加者から提出された業務提案書等及び参加者による審査会の場でのヒ

アリングに基づいて行う。 

(３) 審査会の委員は、業務提案書等及びヒアリングに基づき、個別の審査項目ごとに評

価・評点を行う。 

(４) (３)の評点の合計に基づき、委員毎に上位３者まで順位点（１位－５点、２位－３

点、３位－１点）をそれぞれ加え、合計した総得点により順位を付し、岩手県に報告

する。 

なお、総得点が同点の場合は、高い順位の票を多く得た者を上位者とし、高い順位

の票が同数の場合には、審査会において合議の上、総合順位を決定するものとする。 

(５) 参加者が１者のみであった場合でも、審査会において業務提案書等に基づく審査を

実施し、本業務を実施するにふさわしいか否かを評価し、その旨を岩手県に報告する

ものとする。 

４ 審査項目等                                   

審査項目、審査の観点及び配点は別紙のとおり。  

５ 審査結果の通知                                 

審査結果については、各参加者に書面で通知する。 
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１ 審査基準及び配点 

審査項目 審査の観点 配点 

１ 

業務履行能力 

 

会社概要 

（様式３－１） 

◇ 業務の目的達成を期待できる企業規模（資力、人員

体制等）及び営業拠点を有しているか。 

10点 
業務実績 

（様式３－２） 

◇ 過去における同種業務又は類似業務の実績がある

か。 

業務実施体制 

（様式３－３） 

◇ 委託業務を確実に遂行できる実施体制、配置人数と

なっているか。 

２ 

企画提案 

 

(1) 事業全体の考

え方・課題認識 

◇ 本事業の目的（脱炭素行動変容モデルの構築・実装・

検証）を的確に理解しているか 

◇ 現状の課題整理は的確か 

◇ 行動変容モデルを「個別イベント」ではなく、日常

行動の変化として捉えているか 

15点 

(2) 脱炭素行動変

容モデルの構築

内容 

◇ 具体的な取組内容が分かりやすく示されているか 

◇ 県民規模（将来的に県民1万人以上）への展開が想定

できるモデルを構築する内容となっているか。 

25点 

(3) モデルのプレ実

装・実行可能性 

◇ 構築したモデルを、令和８年度中にプレ実装できる

具体性があるか 

◇ 実施手順、スケジュール、関係者との役割分担が具

体的に示されているか 

15点 

(4) 効果測定・モデ

ル妥当性の検証

方法 

◇ 行動変容をどのように把握・整理・評価しようとし

ているか 

◇ モデルの有効性や課題を検証しようとしているか 

15点 

(5) 連携体制・次年

度以降への展開

可能性 

◇ 学生団体（ICFA等）と適切に連携できる提案となっ

ているか 

◇ 多様な主体（学生、団体、事業者等）との連携可能

性が示されているか 

◇ 次年度以降、モデルを展開・拡大していく視点があ

るか 

10点 

３ 価格 
◇ 参考見積額が予定価格の範囲内でかつ委託内容に対

して妥当なものとなっているか。 
10点 

合計 100点 

 

【別紙】 


